
第２回委員会の意見を踏まえた取組目標等の設定について

合志市 市民生活部 環境衛生課

資料１－２

令和７年度（2025年度）

第３回合志市硝酸性窒素削減計画策定委員会 資料



第２回委員会の振り返り

① 第１回委員会の振り返りとそれを踏まえた資料整理について

・硝酸性濃度が急激に変化している井戸についての説明

・家畜排せつ物の処理に関する整理

・飲用水（水道水質）に関する整理

② 合志市硝酸性窒素削減計画 策定方針について

・計画の方向性、期間及び水質目標に関する説明

③ 水質目標を達成するための取組目標の設定について

・生活排水対策、施肥対策、家畜排せつ物対策、啓発対策、調査・研究の各分野における取組について説明

④ 今後のスケジュールについて

第２回委員会 議事
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１．飲用水（水道水質）に関する整理(平均値)

 

 

 

 

 

  

  

                                        

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

  

 

 

 

 

 

  

  

                                        

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

  

 

 

 

 

 

  

  

                                         
 
 
 
 
 
 

 
  
  

   

【参考】水道水質基準値（10mg/L）

参考文献：国土交通省国土数値情報（河川データ、行政区域データ） 、国土地理院基盤地図情報数値標
高モデル10mメッシュデータ、水道課提供資料より作成
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日向第２

竹迫第２
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●毎月の水質検査結果から平均値をとってプロットしている。

●水道水質基準を超過する配水池はない。
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１．飲用水（水道水質）に関する整理(平均値)

 

 

 

 

 

  

  

                                        

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

   

 

 

 

 

 

  

  

                                         
 
 
 
 
 
 

 
  
  

  

 

 

 

 

 

  

  

                                        

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

  

【参考】水道水質基準値（10mg/L）

参考文献：国土交通省国土数値情報（河川データ、行政区域データ） 、国土地理院基盤地図情報数値標
高モデル10mメッシュデータ、水道課提供資料より作成

木原野

新開

須屋
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小山

武蔵野台

※R2.11~R4.12施設更新工事のため検査なし

●毎月の水質検査結果から平均値をとってプロットしている。

●水道水質基準を超過する配水池はない。
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目標設定においては、達成すべき水質目標と、そのために取り組むべき取組目標を設定する。

水質目標については、県基本計画を参考に、以下のとおり設定する。

水質目標

●

●

２．将来的な水質目標の設定

基準超過井戸 に対する目標達成 

 .   1井戸以下

11.   2井戸以下

1 . 4  井戸以下

2 . 2 4井戸以下

2 .41  井戸以下

  .2   井戸以下

41.1   井戸以下

合志市硝酸性窒素削減計画（水質目標）

目標   標

R2 年度 2 4 年度 ま に基準超過井戸の 合を 2  以下、   に  
 井戸 1 井戸 41  
R 年度 2 24年度 

基準超過井戸 
（1     超過）

1   を  1   
基準超過した井戸における飲

用   

削減対象井戸４箇所

AM31、AM33
AM41、AM45

表２ 水質目標

削除
→取組目標の啓発対策へ

4
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３．取組目標の設定（生活排水対策）
5

素案11,12ページ

旧新
《対策の内容》

① 「合志市下水道事業経営戦略」に基づき、経営の安定化を図るとともに、下水道
施設の計画 な改修や更新等を行い、長寿命化対策を推進していくこと 汚水処理人
口普及率の向上に努める。（下水道課）

② 下水道が整備された区画において、接続していない世帯への戸別訪問による下水
道接続の勧奨を行う。訪問時には、公共水域の環境保全の大切さや接続助成金制度の
活用などを周知し、水洗化の普及促進に取り組む。（下水道課）

③ 浄化槽法に基づく１年に１回の法定検査の結果、管理が不適正と判断された浄化
槽の管理者に対して戸別訪問を行い、改善するよう  を行う。（環境衛生課）

《期待される効果》

① 生活排水が適切に処理されることにより、生活排水由来の窒素が硝酸性窒素とな
って地下水に移行する量の削減が見込まれる。

② 下水道処理区域内の下水道未接続者世帯へ下水道への早期転換を促すこと 、生
活排水の垂れ流し等による生活排水由 の窒素が硝酸性窒素となって地下水に移行す
る量の削減が見込まれる。 

③ 浄化槽が適切に機能すること 、不適正な浄化槽の  管理により発生した、排
水基準を満たしていない放流水による汚泥の流出や悪臭の発生を防ぐとともに、生活
排水由 の窒素が硝酸性窒素となって地下水に移行する量の削減が見込まれる。

備考
目標

（ ２ ）
  
（  ）

対象地域 標

  .    .  全域汚水処理  普及 

1  2  
下水道処理
区域内

下水道未接続者に対す
る接続勧奨の  

1   1   全域
浄化槽の不適正管理者
に対する   

《対策の内容》

① 「合志市下水道事業経営戦略」に基づき、経営の安定化を図るとともに、下水道
施設の計画 な改修や更新等を行い、長寿命化対策を推進していくこと 、施設の汚
水処理能力を維持し、将来にわたって安定した下水道サービスを提供します。(下水道
課)

② 下水道が整備された区画において、接続していない世帯への戸別訪問による下水
道接続の勧奨を行います。訪問時には、公共水域の環境保全の大切さや接続助成金制
度の活用などを周知し、水洗化の普及促進に取り組みます。(下水道課)

③ 浄化槽法に基づく法定検査において、管理が不適正と判定された浄化槽の管理者
等に対して戸別訪問や文書送付を行い、改善するよう  を行います。(環境衛生課)

《期待される効果》

① 下水道施設を将来にわたって安定的に維持し、生活排水を排水基準に基づいて適
切に分解処理したうえで河川へ放流することで、生活排水由来の窒素が硝酸性窒素と
なって地下水に移行する量の削減が見込まれます。

② 下水道処理区域内の下水道未接続者世帯へ下水道への早期転換を促すこと 、生
活排水の垂れ流し等による生活排水由 の窒素が硝酸性窒素となって地下水に移行す
る量の削減が見込まれます。 

③ 浄化槽が適切に機能すること 、不適正な浄化槽の  管理により発生した、排
水基準を満たしていない放流水による汚泥の流出や悪臭の発生を防ぐとともに、生活
排水由 の窒素が硝酸性窒素となって地下水に移行する量の削減が見込まれます。

備考
目標

（ ２７）
  
（  ）

対象地域 標

   11  
下水道処理
区域内

下水道未接続者 

  基1  基全域
  処理浄化槽の
設 基 

 4  4 全域浄化槽の不適正管理者 

《本文中への記載》

●市HP等を活用した単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換啓発



◆単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽と違い、し尿のみを処理し、生活排水は垂れ流しになるため環境負荷が高い。

◆平成13年4月1日より単独処理浄化槽の新規設置は禁止されており、今後も減少が見込まれる。

◆汚水処理人口普及率に合併処理浄化槽は含めるが、単独処理浄化槽は含めない。

図 浄化槽設置基数の推移

３．取組目標の設定（浄化槽設置基数の推移）
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6

年4基減少（中央値）
20年で80基減少見込む
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３．取組目標の設定（施肥対策）
7
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旧新
《対策の内容》

① 公益財団法 くまもと地下水財団及び農業関係者等と連携し、本市在住の営農者
または営農団体が 施する土壌診断に対して助成を行うこと 、 施者 の増加を図
る。

（くまもと地下水財団、JA菊池園芸課、農政課）

② 土壌診断の結果に基づき適正施肥に関する助言を行うこと 、農地への過剰な施
肥を抑制し、農作物の品質向上や環境への負担軽減を推進する。

（JA菊池園芸課、農政課）

《期待される効果》

① 土壌診断にかかる費用負担が軽減されるため、多くの営農者が診断を受けやすく
なり、データに基づいた土づくり意識の向上が見込まれる。

①② 土壌の 態に応じて必要な肥料の種類や量を効 よく施肥することが出 るた
め、施肥由 の窒素が硝酸性窒素となって地下水に移行する量の削減が見込まれる。
また、営農者においては、肥料費節減につながる。

《対策の内容》

① 公益財団法 くまもと地下水財団及び農業関係者等と連携し、本市在住の営農者
または営農団体が 施する土壌診断に対して助成を行うこと 、 施者 の増加を図
ります。

（くまもと地下水財団、JA菊池園芸課、農政課）

② 土壌診断の結果に基づき必要に応じて適正施肥に関する助言等を行うこと 、農
地への過剰な施肥を抑制し、農作物の品質向上や環境への負担軽減を推進します。

（JA菊池園芸課、農政課）

《期待される効果》

① 土壌診断にかかる費用負担が軽減されるため、多くの営農者が診断を受けやすく
なり、データに基づいた土づくり意識の向上が見込まれます。

①② 土壌の 態に応じて必要な肥料の種類や量を効 よく施肥することが出 るた
め、過剰施肥等が防止され、施肥由 の窒素が硝酸性窒素となって地下水に移行する
量の削減が見込まれます。また、営農者においては、肥料費節減につながります。

備考
目標

（ ２７）
  
（  ）

対象地域 標

  菊池園芸課
 施分 む

1  検体12 検体全域土壌診断事業助成 

  菊池園芸課
 施分 む

1   12  全域
営農  ・適正施肥
助 等 施 

《本文中への記載》

●「みどりの食料システム戦略」に基づく「みどりチェック」の活用。

●県の農政部局や研究機関と連携した局所施肥等の効率的な施肥技術などの啓発。

※農林水産省 は、令和6～8年度の試行 施を経て、全ての補助事業等に対して、最低限行うべ
き環境負荷低減の取組の 践を要 化（愛称：みどりチェック）、これにより農林水産省の補助金
等の交付を受ける場合には、環境負荷低減の取組の 践が必須となった

備考
目標

（ ２ ）
  
（  ）

対象地域 標

1   12  全域土壌診断事業助成 

1   12  全域
営農  ・適正施肥
助  施 
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３．取組目標の設定（家畜排せつ物対策）
9

素案15,16ページ

備考
目標

（ ２７）
  
（  ）

対象地域 標

1   1   全域  対応 

2  1  全域
 機質肥料促進事業

助成 

《対策の内容》

①畜産農家に対し、農業団体等を通じて家畜排せつ物の適正な管理及び処理の啓発を行います。

（熊酪、JA菊池畜産課酪農課、畜農協、県農業普及・振興課、農政課、環境衛生課）

② 家畜排せつ物の不適正管理については、県や農業団体等と連携して、速やかに適正管理を行うよう  や助 等を行います。（熊酪、JA菊池畜産課酪農課、畜農協、県農業
普及・振興課、農政課）

③ 本市内在住の農家及びその営農集団が、市内農地に 機質肥料（家畜から排出される糞尿等により生産された堆肥）を施肥するために市内 生産された 機質肥料を購入し
た費用の一部を助成します。（農政課）

④ 本市内の畜産農家及び堆肥センターから生産される堆肥については、熊本県堆肥共励会への出品を推進することにより、良質な堆肥の生産・利用に向けた技術向上を図りま
す。（ JA菊池畜産課酪農課、県農業普及・振興課）

⑤ 熊本県と連携し、地域内外の耕種農家等への堆肥供給に向けた取組を継続すること 、耕畜連携や堆肥の広域流通を推進します。（県農業普及・振興課）

《期待される効果》

①② 家畜排せつ物が適正に管理、処理させることにより、家畜排せつ物由 の窒素が硝酸性窒素となって地下水に移行する量の削減が見込まれます。また、堆肥を資源循環さ
せること 、不適正処理による地下水汚染の防止につながります。

③  機質肥料の購入にかかる費用負担が軽減されるため、多くの営農者が購入しやすくなり、 機質肥料を活用した資源循環型農業の推進につながります。

③④ 良質な堆肥を活用すること 、土壌の 機物が増加し水分や肥料成分を保 する力が高まります。これにより窒素が硝酸性窒素となって地下水に移行する量の削減が見込
まれます。

③⑤ 家畜排せつ物を原料とした堆肥等が耕種農家 利用又は広域流通されることにより、畜産農家が過剰に農地へ還元する家畜排せつ物の量が減少し、家畜排せつ物由 の窒
素が硝酸性窒素となって地下水に移行する量の削減が見込まれます。また、耕種農家における土づくりの推進につながります。

備考
目標

（ ２ ）
  
（  ）

対象地域 標

1   1   全域野 み・素 り   

1   1   全域  対応 

検     全域
 機質肥料促進事業

助成 

旧新



◆平成15年から西合志町にて実施されており、合併時に合志市事業として引き継がれている。

◆個人⇔個人、団体⇔個人の間で肥料を購入した場合の一部補助。畜産農家や耕種農家の減少に伴い申請件数も
減少すると思われる。制度の維持に努め、利用率を目標として設定する。

図 有機質肥料促進事業

３．取組目標の設定（有機質肥料促進事業）
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３．取組目標の設定（啓発対策）
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旧新
《対策の内容》

① 水質調査を 施した結果、地下水 の硝酸性窒素濃度における水質基準の超過が
見られた井戸所 者に対し飲用を控えるよう  を行う。

（県環境保全課、県北衛生環境課、環境衛生課）

② 農業関係者、熊本県関係課及び本市関係課からなる対策会議を立ち上げ、各団体
との協力体制を構築・  しながら、長期 な対策を推進する。

（学識経験者を除く各団体）

《期待される効果》

① 飲用を控えるよう  することにより、硝酸性窒素濃度の超過が確認された地下
水を飲用水として利用することによる健康被害を未然に防止することが きる。

② 地下水 の硝酸性窒素の削減という長期 な課題について、各団体との意見交換
の場を定期 に設けること 、各団体がもつ課題やニーズを共 するとともに、  
可能性の高い取組を検 する。

《対策の内容》

① 熊本県や公益財団法人くまもと地下水財団等の関係機関と連携し、ホームページ
等を通じて地下水等に関する情報を広く、分かりやすく発信します。（各団体）

② 地下水質調査を 施した結果、地下水 の硝酸性窒素濃度における水質基準の超
過が見られた井戸所 者に対し飲用を控えるよう  を行います。

（県環境保全課、県北衛生環境課、環境衛生課）

③ 公益財団法人くまもと地下水財団、農業関係者、熊本県関係課及び本市関係課で
構成する対策会議を新たに立ち上げ、各団体との協力体制を構築・  しながら、長
期 な対策を推進します。（学識経験者を除く各団体、くまもと地下水財団）

《期待される効果》

① 地下水等に関する情報を広く、わかりやすく発信することで、市民や農業関係者
等の地下水保全意識を高め、地域全体で地下水保全に取り組む体制づくりを目指しま
す。

② 飲用を控えるよう  することにより、硝酸性窒素濃度の超過が確認された地下
水を飲用水として利用することによる健康被害を未然に防止することが きる。

③ 地下水 の硝酸性窒素の削減という長期 な課題について、各団体との意見交換
の場を定期 に設けること 、各団体がもつ課題やニーズを共 するとともに、  
可能性の高い取組を検 する。

備考
目標

（ ２ ）
  
（  ）

対象地域 標

1   1   全域
水質調査を踏まえた
飲用   

1回 年 回 年全域対策会議の 施回 

備考
目標

（ ２７）
  
（  ）

対象地域 標

1   1   全域
地下水質調査を踏まえ
た飲用   

1回 年 回 年全域対策会議の 施回 



調査・研究

３．取組目標の設定

《対策の内容》

① 熊本県と連携して地下水 の硝酸性窒素濃度を継続 に測定し、濃度の変化などを取りまとめ、今後の対策に活用する。

（県環境保全課、県北衛生環境課、環境衛生課）

② 配水池の定期 な水質検査（法定検査）を活用し、市民に供給する水道水が水道水質基準に適合し   わたって安全 あ
ることを監視していく。（水道課）

③ 大学等の研究機関と連携し、地下水 の硝酸性窒素を めた地下水に関する調査・研究を推進する。

（くまもと地下水財団、県環境保全課、環境衛生課）
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